
平成 31年度（2019年度） 監査基本計画 

 

１． 基本方針 

少子高齢化・人口減少が進む中、平成 30年度迄の「第 5次二宮町総合計画」

の中期基本計画を踏まえて、今年度（2019年度）は、その後期基本計画初年度

として、二宮町が目指す「人と暮らし、文化を育む自然が豊かな町」の実現に

向け、重要な年となるが、町の抱える課題は山積している。「ずっと住み続けた

いまちづくり」を目標に掲げ、職員が町民目線を第一に事業や課題の解決を着

実に進めることが望まれる。監査の実施にあたっては、各事業の点検や見直し

を適宜行いながら、課題の把握と解決に向けた方策をどのように実施している

か、事業目的を達成しているかどうかなどに主眼を置き、各種監査を実施して

いく。 

また、引き続き、新庁舎の建設に向けた検討や、公共施設の再配置・町有地

有効活用実施計画、小中学校再編など、大規模かつ特例的な事業も多く抱えて

おり、事業の必要性、費用対効果、施設の利用動向なども考慮しながら、効率

的かつ効果的に事業運営がなされるよう、町民目線にたった検証も併せて行っ

ていく。 

 

２． 個別監査方針 

（１）定期監査 

地方自治法第 199条第 4項の規定に基づき、次に掲げる視点に立った

監査を実施する。 

対象機関の全般的な取組み状況及び総合戦略、総合計画並びに主要事

業の推進に係る事業の執行状況を勘案して、必要と認められる項目につ

いて実施する。 

実施にあたっては、年度の中間で監査を行い、予算や事業の執行状況

の把握と課題の抽出、及びその解決策に対する方針など当該事務事業が

その目的を十分達成しているかどうかを主眼として、計画から執行まで

の全般的な過程について、その合理性、効率性を具体的に究明し、次年

度以降の事業にも反映ができるよう一助を担うものとする。 

また、各課所管の公共施設について、必要に応じて別途指定して監査

を実施する場合がある。 

（２）例月出納検査 

地方自治法第 235条の 2第 1項の規定に基づき、次に掲げる視点に立

った検査を実施する。 

現金の出納について毎月の計数を確認するとともに、月末時の残高証



明と現金保管状況を検査する。 

併せて資金の運用状況等財政収支の動態を主として計数面より把握し､

異常値の有無を確認するとともに各種監査の効率的な執行に活用する。 

（３）決算審査 

   地方自治法第 233 条第 2 項の規定に基づき、次に掲げる視点に立った

審査を実施する。 

決算計数の確認及び分析を行い､財政､資金運用、財産管理及び主要事

業の各状況について意見を付する。 

なお、主要事業に意見を付するにあたっては、各種事業が適切な規模､

各課、他機関との連携をもって効率的かつ効果的に実施されているかど

うかを審査し､併せて事業効果を検証する。 

（４）工事監査 

地方自治法第 199 条第 5 項の規定に基づき、次に掲げる視点に立った

監査を実施する。 

工事の必要性や緊急性が合理的な根拠に基づいたものかどうか､設計

や積算の根拠に誤りが無かったか、業者選定から契約、支払までの事務

執行が適正だったのか、工事完了後の効果はどうなのか、各種施設設備

の運用に係るマニュアルは作成されているのかなど確認、検証をする。

また、同一工種の工事を一括発注するなど経費節減に向けた工夫につい

ても注視をする。 

（５）財政的援助団体等監査 

地方自治法第 199 条第 7 項の規定に基づき、次に掲げる視点に立った

監査を実施する。 

補助金などの財政的援助等に係る事業について、補助金等の額の算定、

交付方法、時期、手続きなどは適正か、また、補助金は交付目的に沿っ

て支出がなされているかなど、補助金を支出することによる事業の効果

も含めて検証する。 

 

３． 執行上の留意点 

町政の公正かつ効率的な運営を担保する監査機能をなお一層発揮するため､

次の点に十分留意する。 

（１）監査の実施にあたっては、事業の内容、過去の監査結果などを総合的に

検討し､対象に則した事前準備を図るとともに、効率的な監査の実施に

努める。 

（２）監査結果報告書の作成にあたっては、町民が内容を十分理解できるよう

に、監査方法、監査状況及び根拠等を明確に示すよう、その表現､構成



などに十分留意する。 

 

４． 各種監査の実施時期 

別紙のとおり 



【別紙】 

平成 31年度（2019年度） 監査実施計画 

 

１．定期監査             （地方自治法第 199条第 4項） 

（1）監査期日         平成 31年（2019年）10月（指定課、別紙のとおり） 

平成 31年（2019年）11月 13日（水）（施設分） 

（2）監査対象機関       別紙のとおり 

（3）出 席 者           副町長、主管の部課長ほか 
 

２．例月出納検査         （地方自治法第 235条の 2第 1項） 

（1）会計区分           一般会計、特別会計 

（2）検査期日           原則として毎月 25日（別紙のとおり） 

（3）検査の対象         前月分の現金の出納及び関係書類 

（4）資料の提出         予備検査日前 

（5）出席者             副町長、会計管理者、出納課職員 
 

３．決算審査             （地方自治法第 233条第 2項） 

（1）対象機関名         出納課、財務課、その他関係部署 

（2）資料提出期限       出納閉鎖後、速やかに 

（3）審査期日           平成 31年（2019年）7月 30日(火)～8月 23日(金) 

（4）出席者             副町長、政策担当部長、会計管理者、財務課長、 

     関係部課長ほか 
 

４．工事監査             （地方自治法第 199条第 5項） 

（1）監査期日           平成 31年（2019年）5月 20日(月)～23日(木)  

（2）監査内容           建設関係工事（書類・現地）抽出決定後通知 

（3）出席者             副町長、財務課長、工事担当部課長ほか 
 

５．財政的援助団体等監査 （地方自治法第 199条第 7項） 

  （1）監査期日           平成 31年（2019年）6月 19日(水) 

  （2）監査対象団体等   二宮町商工会 

  （3）出席者             団体役員、副町長、主管部課長ほか                     

 

６．行政監査（事務監査）（地方自治法第 199条第 2項）    必要に応じ実施 

 

７．公金取扱事務監査   （地方自治法第 235条の 2第 2項） 必要に応じ実施 

 

８．その他の監査 ① 議会の要求監査    （地方自治法第 98条第 2項） 

② 町長の要求監査    （地方自治法第 199条第 6項） 

③ 住民監査請求監査  （地方自治法第 242条第 1項） 

④ 直接請求監査      （地方自治法第 75条） 

⑤ 職員損害賠償の監査（地方自治法第 243条の 2第 3項） 

 

以上 


